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 平成２９年度エキスパート教員の更新及び認定について、別紙のとおり報告します。 
 
 
 
 
 
 平成２９年３月１８日 
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平成２９年度エキスパート教員の更新・認定について 

 
平成２９年３月１８日 
小 中 学 校 課 
高 等 学 校 課 
特 別 支 援 教 育 課 

 
１ 目的 

  高い専門性と指導力を有し、優れた教育実践を行っている教員をエキスパート教員

に認定し、その教育指導技術等を広く普及することで全体の教育指導の改善を図り、

もって鳥取県教育の充実を図ることを目的とする。 
 
 〔エキスパート教員の役割〕 
  ①所属校の他の教員に対して教育指導に関する指導、助言を行う。 
  ②所属校において、担当する授業を積極的に公開する。 
  ③所属校における職務の遂行に支障のない範囲で、所属校以外の機関で行われる研

究会等において指導、助言を行う。 
 
 〔認定期間〕 
  平成２９年４月１日から平成３２年３月３１日までの３年間 
 
２ エキスパート教員候補者の選考委員会 

  期  日：平成２９年２月２７日（月） 
  選考方法：委員１０名が選考基準に基づいて選考協議 
 
３ エキスパート教員の更新・認定 

  教育長の専決により更新・認定者を決定 
  更 新 者：１８名〔別紙一覧のとおり〕 
       （小学校５名、中学校２名、高等学校７名、特別支援学校４名） 
  新規認定者：１９名〔別紙一覧のとおり〕重複認定者１名を含む 
       （小学校７名、中学校４名、高等学校５名、特別支援学校３名） 
 
４ 認定証授与式 

   期日：平成２９年３月２８日（火） 
   会場：鳥取県立図書館 大研修室 
 
５ 今後の認定者の主な活動予定 

  ・所属校を中心にした授業公開、研究会等での指導・助言 
  ・連絡協議会への参加と情報交換 
  ・全国規模の研究会等への参加とその還元 



エキスパート教員選考に係る視点 
 

平成２８年２月２６日 
鳥 取 県 教 育 委 員 会           

 
 
 エキスパート教員の選考にあたっては、次に示す推薦の観点及び具体的な評価の視点
に基づいて、総合的に判断し、適切な者を選考するものとする。 
 
【具体的な選考の視点】 
 
  （１）下記「推薦の観点」により、提出された推薦様式への記載を選考資料とする。 
    （県立学校は校長推薦、市町村立学校は校長推薦・市町村推薦・教育局推薦に 
    よる。） 
 
  （２）指導主事等による候補者の説明 
       県教育委員会の関係課・教育局の指導主事等は、候補者の専門分野について 
    観点（１）（２）（３）についての補足説明を行うこととする。 
 
  （３）教科等、地域のバランスへの配慮 
     認定分野や所属校・地域への著しい偏りがないように配慮する。ただし、校 
    種によっては、教科等全ての分野での認定にこだわらなくてもよいものとする。 
    また、認定の年次を追うにつれて、偏りが解消されるよう配慮する。 
 
  （４）勤務年数 
     認定者が、その高い専門性を他の教員に広めていくには、教職員の中での信 
    頼が必要となる。その信頼の裏づけとしては、観点（１）（２）（３）を満た 
    すことが求められるが、それに加えてある程度の勤務年数もその要素である。 
    教諭経験年数を原則として１０年以上有する者を選考する。 
     また、どの学校においても高い指導力を発揮することが求められることから、 
    設定する校種において、少なくとも２校以上の勤務経験があることが望ましい。 
    ただし、専門教科等を担当する場合には、この限りではない。 
 
  （５）懲戒処分等 
    過去に懲戒処分を受けた者については、処分内容を踏まえて別途検討する。 
 

 
【推薦の観点】 
 ＊「エキスパート教員認定制度実施要綱」「エキスパート教員候補者の推薦基準」 
   より 
（１）高い専門性及び指導力を有している。 
    ※認定分野は、各教科・科目、道徳、小学校外国語活動、総合的な学習の時間、

特別活動若しくは自立活動などの学習指導、学級経営又はICTを活用した教
育活動 

（２）自らの実践や指導技術等を他の教員にも広め、共有しようとする積極性を有 
   している。 
（３）児童生徒、保護者及び他の教職員から高い信頼・評価を得ている。 
 

 



番号 校種 市町村名 推薦者氏名 所属校 認定分野

ますだ  ゆうこ
桝田　祐子
ふくた　みな
福田　美奈

いのうえ　みやこ
井上　美也子
みうら　かずみ

三浦　一美
くろみ　まゆみ
黒見　真由美
かんば  とおる

神波　　徹
おおひろ　はるみ

大広　晴美
なかお　かずよし

中尾　和貴
てらたに　たかし

寺谷　尚史
やまだ　のりあき

山田　徳明
みやもと　けいすけ

宮本　圭介
かげやま　ひろゆき

景山　浩之
あだち　せいじ

足立　誠司
さかね　だいじ

坂根　大司
たけはら　みつひろ

竹原　光広
こやま　たかし

児山　隆史
もうり　えいこ
毛利　英子

ながい　ゆみこ

永井　弓子

10 倉吉農業高等学校 農業

11 米子東高等学校 理科（生物）

6

平成２９年度　エキスパート教員認定制度　更新者一覧

湯梨浜町3

米子東高等学校 英語12

商業

倉吉東高等学校 理科（化学）

13

18 県立米子養護学校 音楽

15 倉吉養護学校 自立活動

16 皆生養護学校 自立活動

中
学
校

鳥取市 東中学校 数学

南部町 会見小学校

国語

学級経営

学級経営

修立小学校

東郷小学校

学級経営
図画工作

工業（電気）

江府町

皆生養護学校 自立活動

音楽

2 鳥取市 面影小学校

5

小
学
校

音楽

高
等
学
校

鳥取商業高等学校

米子工業高等学校

鳥取市

工業（情報電子）

鳥取市

江府小学校

米子工業高等学校

1

7 中ノ郷中学校

8

特
別
支
援
学
校

17

9

14

4



番号 校種 市町村名 推薦者氏名 所属校 認定分野

やすだ　　みえ
安田　美恵

きはら　かずあき
木原　一彰

どばし　かずひこ
土橋　和彦

よしだ　のりこ
吉田　紀子

よしだ　かつお
吉田　勝雄

かわかみ ひでひと
河上　英仁

くろみ　まゆみ
黒見　真由美
たなか　あさこ

田中　麻子
やました　ありし

山下　有司
おか　　 しんや

岡　　慎也
おき　　のりえ
隠樹　恭衣

なかむら　しゅうじ

中村　秀司
えんどう　けんじ

遠藤　健司
おかもと　いさお

岡本　功
ごんだ　たくみ

権田　巧
くらみつ　ひろふみ

倉光　博史
やまぐち　かずえ

山口　和恵
やまもと　かずえ

山本　千惠
さかもと　きよみ

阪本　清美

溝口中学校 英語

10 伯耆町 岸本中学校 学級経営

9 湯梨浜町 北溟中学校 数学

鳥取西高等学校12

13

16 米子高等学校

15 境港総合技術高等学校

1

2

5

4

高
等
学
校

11 伯耆町

鳥取市

小学校外国語活動

倉吉市

道徳

6 日南町 日南小学校

世紀小学校

青谷小学校

鳥取市

小
学
校

音楽

国語（重複認定）

算数

東郷小学校

明倫小学校

社会

江府小学校江府町

鳥取市

教科等を合わせた指導

地理歴史（地理）

鳥取工業高等学校 工業（電気・電子）

平成２９年度　エキスパート教員認定制度　新規認定者一覧

工業（機械）

数学

8

中
学
校

境港市

3

14 倉吉農業高等学校 農業

外江小学校 小学校外国語活動

鳥取市 南中学校 保健体育

7

18 倉吉養護学校
教科等を合わせた指導

(生活単元学習)

19 倉吉養護学校 自立活動

特
別
支
援
学
校

17 鳥取養護学校



鳥取県公立学校エキスパート教員認定制度に関する実施要綱 

 

鳥取県教育委員会 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県公立学校エキスパート教員認定制度（以下「認定制度」という。）の実

施に関し必要な事項を定める。 

 

（認定制度の目的） 

第２条 認定制度は、高い専門性と指導力を有し、優れた教育実践を行っている教員をエキスパート

教員に認定し、その教育指導技術等を広く普及することで全体の教育指導の改善を図り、もって鳥

取県教育の充実を図ることを目的とする。 

 

（役割） 

第３条 エキスパート教員の役割は、次のとおりとする。 

(１) エキスパート教員が所属する学校（以下「所属校」という。）の他の教員に対して教育指導

に関する指導、助言を行う。  

(２) 所属校において、担当する授業を積極的に公開する。 

(３)  所属校における職務の遂行に支障のない範囲で、所属校以外の機関で行われる研究会等にお

いて指導、助言を行う。 

 

（基準） 

第４条 エキスパート教員は、県立学校に勤務する教諭（地方公務員法（昭和 25年法律第 261号）第

28条の４第１項、第 28条の５第１項又は第 28条の６第１項若しくは第２項の規定により再任用さ

れた教諭を除く。以下同じ。）又は市町村立学校（市町村の組合立の学校を含む。以下同じ。）に

勤務する教諭で、次の各号のいずれにも該当する者とする。  

(１) 各教科・科目、道徳、小学校外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動若しくは自立活動

などの学習指導、学級経営又は ICTを活用した教育活動において、高い専門性と指導力を有し、

優れた教育実践を行い、勤務成績が特に良好であること。 

(２) 教諭の職に原則として 10年以上あること。 

(３) 教諭の職で原則として２校以上の学校を勤務していること。 

 

（認定） 

第５条 エキスパート教員は、鳥取県教育委員会（以下「県教育委員会」という。）がこれを認定す

る。 

２ 県教育委員会は、エキスパート教員の認定に当たっては、鳥取県附属機関条例第２条第２項別表

２中「鳥取県エキスパート教員認定制度に係る選考委員会」の意見を聴くものとする。 

 

（認定期間） 

第６条 エキスパート教員の認定期間は３年間とし、更新をすることができる。 

２ エキスパート教員に認定された教諭が教頭に昇任した場合は、認定期間中であっても認定を解除

する。 

３ エキスパート教員に認定された教諭が他の職に任命され、その役割を果たすことが困難であると

県教育委員会が認めた場合は、認定期間中であっても認定を解除することができる。 

４ エキスパート教員に認定された教諭が心身の故障などその役割を果たすことが困難な状況にある

と本人が申し出た場合は、認定期間中であっても認定を解除することができる。 

 



（推薦等）  

第７条 エキスパート教員の認定は、次の各号に掲げる教諭の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る者からの推薦に基づいて行うものとする。 

(１) 県立学校に勤務する教諭 推薦に係る教諭が勤務する学校の校長 

(２) 市町村立学校に勤務する教諭 推薦に係る教諭が勤務する学校を設置する市町村の教育委員

会（市町村の組合立の学校にあっては、当該組合の教育委員会。以下「市町村教育委員会」と

いう。）の教育長（以下「市町村教育長」という。） 

２ 前項の推薦は、エキスパート教員候補者推薦書等（別紙様式１～５）を提出してしなければなら

ない。 

３ 市町村教育長は、市町村立学校に勤務する教諭の推薦に当たり、推薦に係る教諭が勤務する学校

の校長の意見を聴くことができる。 

４ 前３項に定めるもののほか、エキスパート教員の推薦に関し必要な事項は、鳥取県教育委員会教

育長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２３年１０月５日から施行する。 

この要綱は、平成２５年１０月２１日から施行する。 

 この要綱は、平成２６年１０月３０日から施行する。 

 この要綱は、平成２７年１０月２２日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


